
様式第1号(第2条関係) 

番 号   行政区名   製造番号   

 

使 用 貸 借 契 約 書 

 

 

 貸主 おいらせ町(以下「甲」という。)と借主            (以下「乙」と

いう。)とは、次の条項により下記物件の使用貸借契約を締結する。 

 

 

 (貸借物件) 

第1条 甲は、防災行政無線戸別受信機および付属品(以下「受信機等」という。)を乙に無

償で貸し付ける。 

 

 (用 途) 

第2条 乙は、受信機等を防災行政無線施設として使用し、その他の用途には使用しないも

のとする。 

 

 (契約期間) 

第3条 使用貸借の期間は、平成  年  月  日から用途廃止の日、または、おいらせ

町に住所を有しなくなった日までとする。 

 

 (譲渡または転貸の禁止) 

第4条 乙は、受信機等を譲渡または転貸その他の処分をしてはならない。 

 

 (保管義務) 

第5条 乙は、受信機等を良好な状態で維持保管しなければならない。 

 

 (弁 償) 

第6条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため、受信機等に損害をあたえた場合は、

補償しなければならない。 

 

 (滅失等の届出) 

第7条 乙は、受信機等が災害その他の理由により、滅失または破損したときは、直ちにそ

の旨を甲に届けなければならない。 

 

 (住所等の変更) 

第8条 乙は、氏名(名称)または住所(所在地)を変更したときは、直ちにその旨を甲に届け

なければならない。 



 (貸借物件の返納) 

第9条 乙は、おいらせ町に住所を有しなくなったときは、直ちに前条の届けを行うととも

に、遅滞なく受信機等を甲に返納しなければならない。 

 

 (疑義等の決定) 

第10条 この契約に定めのない事項、およびこの契約に関し疑義が生じたときは、甲、乙

協議して決めるものとする。 

 

 

 

 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名捺印の上、各自1通を保有

するものとする。 

 

 

 

     平成  年  月  日 

 

 

 

甲  住 所  おいらせ町中下田135―2       

 

氏 名  おいらせ町長            

 

 

乙  住 所  おいらせ町             

 

氏 名                 印  

 


